
発議第６号 

 

介護保険制度の根幹を支える訪問介護の存続と充実を求める意見書について 

 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 
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介護保険制度の根幹を支える訪問介護の存続と充実を求める意見書（案） 

 

 本年４月の介護報酬改定で、表向き介護報酬は全体で 1.59％引き上げられた。 

 しかし、訪問介護に関しては、事業所の経営を支える基本報酬は２～３％引き下げ

られた。これに物価や燃料費の高騰なども加わり、小規模な訪問介護事業者の多くが

経営難に陥っている。東京商工リサーチによると、今年１月から 10月までに 1,000

万円以上の負債を抱えて倒産した介護事業者は、過去最多の 145 件、うち訪問介護も

過去最多を更新し、72 件に上った。この事態で、介護離職者が相次ぎ、訪問介護サ

ービスが受けられなくなる要介護者の増加が懸念される。 

 確かに厚生労働省は、今回の改定でヘルパーらの給与を引き上げる処遇改善加算を

増やしたが、それで基本報酬の減収を補填できる事業所はごく僅かであることは、厚

生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会でも指摘されているところである。 

一方、慢性的で深刻な人手不足と高齢化が続いている訪問介護の現場では、増収に

向け訪問件数を増加しようにも、広域を担当するヘルパーがいない、交通手段が確保

できないなど困難な状況である。要介護者及びその家族の生活を支える上で欠かせな

い生活支援サービスである身体介護、生活援助を担う訪問介護は、現在深刻な危機に

直面しているのである。 

 国は、「住み慣れた地域で暮らす」を前面に出した地域包括ケアシステムを提唱し

ておきながら、その根幹を担うべき訪問介護の実態の把握と根本的な労働環境の改善

を怠っていると言わざるを得ない。さらに国は、介護事業所のない自治体が 97 町村、

介護事業所が一つだけの自治体が 277市町村もあるという現実に真摯に向き合うべ

きと考える。 

 本市議会としても、在宅介護の基盤の維持と強化のために、訪問介護の基本報酬の

引上げ、併せて、その財源的担保としての介護保険財源公費負担の割合を拡大するよ

う強く求めるものである。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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